
令和２年 12 月３日 第３回所属集団判定会議 
11、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン地区）収容地の判定について 

 平成 12 年 10～11 月及び平成 25 年１月の派遣期間中に検体を採取・受領

した東部ニューギニア（東セピック州ボイキン地区）収容地の６検体について判

定を行った。 

 その結果、６検体のうち、１検体については日本人の遺骨であると判定され、

その他５検体については判定不可とされた。 

 

12、東部ニューギニア（米国受領）収容地の判定について 

 平成26年10月の派遣期間中に検体を受領した東部ニューギニア（米国受領）

収容地の３検体について判定を行った。 

 その結果、３検体全てについて判定不可とされた。 

 

令和３年３月 10 日 第４回所属集団判定会議 

３、東部ニューギニア等（オーストラリア・クイーンズランド博物館）収容地の判定

について 

 平成 28 年３月の派遣期間中に検体を受領した東部ニューギニア等（オースト

ラリア・クイーンズランド博物館）収容地の７検体について判定を行った。 

 その結果、７検体全てについて日本人の遺骨であると判定された。 

 

令和４年３月 28 日 第９回所属集団判定会議 
23、東部ニューギニア（オロ州・モロベ州・東セピック州・サンダウン州）収容地

（平成 29 年２月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

  判定した検体数 38 検体 

   うち、日本人の遺骨であると判定  4 検体 

   うち、日本人の遺骨である可能性が低いと判定  1 検体 

   うち、判定不可   33 検体 

24、東部ニューギニア（オロ州）収容地（令和２年２月の派遣で検体を持ち帰り）

の判定について 

 判定した検体数  8 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定  2 検体 

  うち、判定不可    6 検体 

 

令和４年６月 30 日 第 10 回所属集団判定会議 
10、東部ニューギニア（サンダウン州バニモ地区ウトゥング村）収容地（平成 19

年 10 月～11 月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 3 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

  うち、判定不可 2 検体 

11、東部ニューギニア（東セピック州ラビズム地区）収容地（平成 16 年９月～10

月及び平成 17 年９月～10 月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

判定した検体数 3 検体 

 うち、判定不可 3 検体 

12、東部ニューギニア（サンダウン州マルジップ地区）収容地（平成 19 年 10 月



～11 月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、判定不可 1 検体 

13、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン村）収容地（平成 26 年１月の派遣

で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

14、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン地区インゴ村）収容地（平成 13 年

１月～２月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 41 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 34 検体 

  うち、判定不可 7 検体 

15、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン地区インゴ村）収容地（平成 15 年

10 月～11 月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 54 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 37 検体 

  うち、判定不可 17 検体 

16、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン村）収容地（平成 16 年９月～10 月

の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、判定不可 1 検体 

17、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン村）収容地（平成 16 年９月～10 月

の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

18、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン地区）収容地（平成 17 年９月～10

月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 11 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 10 検体 

  うち、判定不可 1 検体 

19、東部ニューギニア（ヌンボク村）収容地（平成 17 年９月～10 月の派遣で検体

を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

20、東部ニューギニア（東セピック州バナック地区マグマタイ村）収容地（平成 17

年９月～10 月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 2 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

  うち、判定不可 1 検体 

21、東部ニューギニア（東セピック州バナック地区コルゲン村）収容地（平成 17

年９月～10 月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

22、東部ニューギニア（東セピック州クバリア村）収容地（平成 12 年 10 月～11



月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、判定不可 1 検体 

23、東部ニューギニア（東セピック州）収容地（平成 12 年 10 月～11 月の派遣で

検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

24、東部ニューギニア（モロベ州コテ地区）収容地（平成 21 年 12 月の派遣で検

体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

25、東部ニューギニア（米国受領）収容地（平成 27 年４月の派遣で検体を持ち帰

り）の判定について 

 判定した検体数 3 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 3 検体 

 

令和４年 10 月 12 日 第 11 回所属集団判定会議 

18、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン村）収容地（平成 25 年１月の派遣

で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、判定不可 1 検体 

19、東部ニューギニア（モロベ州セレペット村及びギラン村）収容地（平成 24 年

１月～２月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 2 検体 

  うち、判定不可 2 検体 

20、東部ニューギニア（東セピック州ポラム村）収容地（平成 24 年１月～２月の

派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 5 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 

  うち、判定不可 4 検体 

 21、東部ニューギニア（東セピック州ヌンボグ村及びマダン州ボギア地区コサコサ

村）収容地（平成 28 年２月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 2 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 2 検体 

22、東部ニューギニア（オロ州、サンダウン州レミエン村及びアブアスブレエ村並

びにマダン州ボギア地区コサコサ村）収容地（平成 30 年２月～３月の派遣で検

体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 17 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 11 検体 

  うち、判定不可 6 検体 

 



令和４年 12 月 27 日 第 12 回所属集団判定会議 

15、東部ニューギニア（オロ州ポポンデッタ地区サリリ村・ギレボ村・サナナンダ

村、ココダトレイル地区アロラ村・イスラバ村・ボリディ村、キャンプサイト）

収容地（平成 12 年 11 月、平成 15 年 10 月～11 月及び平成 22 年 11 月の

派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 26 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 16 検体 

  うち、判定不可 10 検体 

16、東部ニューギニア（東セピック州ボイキン地区）収容地（平成 12 年 10 月～

11 月及び平成 25 年１月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 5 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 5 検体 

 

令和５年３月 28 日 第 13 回所属集団判定会議 

12、東部ニューギニア（オロ州、東セピック州、サンダウン州、マダン州、モロベ

州）収容地（平成 31 年２月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 23 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 6 検体 

    うち、判定不可 17 検体 

20、東部ニューギニア及びビスマーク諸島（米国受領）収容地（平成 29 年 12 月

の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 2 検体 

  うち、判定不可 2 検体 

 

令和５年６月２日 第 14 回所属集団判定会議 
７、東部ニューギニア（米国受領）収容地（平成 26 年 10 月の派遣で検体を持ち帰

り）の判定について 

 判定した検体数 3 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 3 検体 

10、東部ニューギニア（オロ州ポポンデッタ地区サナナンダ村）収容地（平成 15

年 10 月～11 月の派遣で検体を持ち帰り）の判定について 

 判定した検体数 1 検体 

  うち、日本人の遺骨であると判定 1 検体 
 


